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日本の医療体制の特徴としては、開業医ないし私立病院中心、病床数の多さ、長期の

入院、少ない医師数などが挙げられている。このような中で、公立病院の統廃合が国に

よって進められようとしている。広島県府中市は、広島県知事による地方独立行政法人

府中市病院機構の認可処分を受けて、２０１２年４月１日を目途に、府中市立府中北市

民病院を廃止し、その病院事業を、府中市病院機構が新たに設立する府中北市民病院に

承継させることを表明した。これに対し、府中市の住民らは、府中北市民病院の廃止の

差止め等を求め、広島地裁に地方独立行政法人認可取消等請求訴訟を提訴した。しかし、

広島地裁の２０１４年７月１６日判決（判例集未搭載）は、行政事件訴訟法上の要件が

ないとして、いわば門前払いに等しい判断を行い、住民らの請求を棄却した。控訴審判

決、上告審決定でも棄却され、門前払いが確定することになった。憲法２５条だけでは、

国民の医療を受ける権利が保障されないことがあきらかになった。諸外国で、そのため、

患者の権利法が制定されている。日本との大きな差である。 

ハンセン病問題検証会議の再発防止提言を受けて、再発防止検討会（内田：座長代理）

が設置され、第１回会議が、平成１８年３月２９日に開催された。再発防止検討会は、

平成２２年３月５日に開催された検討会において、患者の権利を中核とする「医療の基

本法」を法制化すべきこと、疾病を理由とする差別偏見の解消に取り組む国・自治体の

機関・組織を設置すべきことなどを内容とする報告書（内田：起草委員長）をまとめ、

国に提出した。 

これが契機になって、日本医師会「医事法関係検討委員会」も、平成２４年３月付で、

「「医療基本法」の制定に向けた具体的提言」を答申し、答申の中で「医療基本法草案」

も示した。爾後、各界で、患者の権利を中核とする医療基本法の検討、草案作りが進む

ことになった。超党派の国会議員で組織する「医療基本法の制定にむけた議員連盟」も

設立された。設立総会は、２０１９年２月６日に開催された。法案作りに向けた検討が

重ねられている。 

しかし、せっかく制定されたとしても、その医療医本法を宝の持ち腐れにしないため

には、医療従事者及び患者がともにこの法の趣旨をよく理解し、法で規定された権利・

権限と責務を履行することが必要になる。教育啓発の果たす役割は大きい。現状は極め

て不十分である。多くの国民・市民は、医療基本法を制定する動きがあることすらも知

らない。マスメデイアも報道していない。大きな課題である。 
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